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宮嶋委員長 

                        （ ９:３０） 

 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席委員数は全員でございます。定足数に達しています

ので、これより木津川市精華町環境施設組合議会議会運営委員会を開

会します。 

 本日の議題につきましては、お手元に配付した次第のとおりであり

ます。 

 なお、委員会条例第１３条の規定により傍聴を希望する者がある場

合は、許可することといたします。 

 また、会議の記録につきましては、委員会条例第２５条の規定によ

り委員長が署名することになっておりますので、私のほうで後日会議

録を確認させていただきます。したがって、発言の際は挙手願い、委

員長の指名後にご発言いただきますようお願いいたします。 

 それでは、議題に入ります。 

 

 議題の（１）議会運営申し送り事項等につきましては、本年２月７

日開催の議会運営委員会におきまして、論点等を明確にするため、地

震や水害等の大規模災害時、新型コロナのような感染症発生時、育児

や介護等の必要時の３つの項目について事例調査等を行い、４月１９

日までに事務局に提出していただくよう依頼をいたしましたところ、

３人の方から意見の提出がございましたので、皆様には事前に配付を

いたしました。 

 また、佐々木副委員長からは、令和５年１１月２９日開催の議会運

営委員会以降に発出された新たな総務省通知に関する発言がございま

したので、こちらも事前に配付をしております。 

 まずは、提出された意見について、谷川委員、山本委員、大角副議

長から何か補足説明等がありますでしょうか。ありましたらお願いを

いたします。 

山本委員  私は特にありません。 

谷川委員  特にありません。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そうですか。 

 それでは、特に補足説明がないようでございますので、これからこ

れら提案も踏まえて議論を深めていただきますが、先ほど申し上げま

したとおり、論点等を明確にするために、地震や水害等の大規模災害

時、新型コロナのような感染症発生時、育児や介護等の必要時の３つ

の項目ごとに議論を深めていただきたいと考えますが、ご異議ござい

ませんでしょうか。 

 

  （異議なしの声） 
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宮嶋委員長 

つづき 

 

 異議がないようですので、そのようにさせていただきます。 

 それでは最初に、地震や水害等の大規模災害時について議論を深め

ていただきたいと思います。どうぞ闊達にご意見、よろしくお願いを

いたします。いかがでしょうか。 

 山本委員。 

山本委員  今回、意見ということで出させていただきました。私といたしまし

ては、前回の議会運営委員会でお話ししたそのとおりのことをもう一

度さらったという状況なんですが、その中で地震の能登半島の地震、

これ大分検証も進んできておりますので、また各自治体によってさら

に進められた対応となってくると思います。これだけ少し付け加えて

おきたいと思います。この作成時には、まだあまり検証が進んでいな

かったというところです。 

宮嶋委員長  ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 谷川委員と山本委員の意見だと、多分、専決処分という方法を取る

べきだという意見と理解しています。ここの委員会は議会権限のこと

を中心に議論させてもらっているんですが、議会の守備範囲。もちろ

ん、部分的には行政側とか首長側との調整という部分はオーバーラッ

プする部分があるとは思うけれども、少なくとも専決処分というのは

第１７９条の規定であって、私らの権限じゃないんですよね。議会の

権限じゃないんですよ。なのになぜ第１７９条の専決処分というのが

出てくるのか。私らは第１７９条、行使できませんよ、首長の権限な

んだから。そこは経緯についてちょっとご説明願いたいと思います。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  議会でやるということではなく、執行部側という理解でこのような

文章にさせていただきました。そして専決は第１８０条、うろ覚えで

すけど、第１７９条じゃなかったと思います。私の考えとしては、専

決処分はあくまでも行政側です。議会ではない。 

佐々木 

副委員長 

 ですよね。だから、なんで出てくるの。 
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宮嶋委員長  ちょっと待ってください。 

山本委員  はい。ということです。 

宮嶋委員長  よろしいですか。 

山本委員  はい、結構です。 

宮嶋委員長  谷川委員さんはよろしいですか。 

佐々木 

副委員長 

 委員長、ちょっとよろしいか。 

宮嶋委員長  今、佐々木さんからは谷川さんと山本さんのご意見に対しての質問

がありましたので、ありましたら。 

 じゃ、谷川さんお願いします。 

谷川委員  専決処分というのも、各市町もそういう形でしているのが現状であ

って、そういう大きな災害が起きたときには、そこまではなかなかし

にくいだろうと私は思っておりまして、それの自分個人、一議員とし

ても、そういうところに出てどうやということも、なかなか周りの状

況においてはできないような状況にもなるのかなというように推測す

るわけで、そういうことも踏まえて、私は専決処分でしていただいた

ほうがいいん違うかなという具合に判断しておりますので、今回もや

むを得ないということで書かせていただいております。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 私も全く、第１７９条、第１８０条の２つありますよね、専決処分

はね。第１７９条専決を全く否定する気はないんです。あり得るとは

思っていますが、それまでに至る議会側の意思をどうするのかがここ

のテーマなんですよ。もっと具体的に言えば、いろんな事態が起こる

から場合によっては議会側が例えば最悪、議員が死んでいるとかのこ

とも含めて、議会がまともに開ける状態でないから、例えば当面の

間、発災から例えば１か月とか２週間とかの間は議会としてはなかな

か厳しいと、要請がかかっても開けないと。だから、その間は市長、
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町長で何とかしてくれということを議会から申し入れることはあり得

ると思うんですよ。そこまでは否定する気は全くないんですよ。 

 ただ、じゃ、議会の意思をどうやって決めるのかということでしょ

う。要するに、議会は何もせずに首長に専決処分をいつやるかな、ぼ

おっと待っているとおっしゃっているとは思えないんですよ。とは解

釈していない。だとしたら、議会側から第１７９条を使って当面の災

害対策を何とかしてほしいと、一定期間は任せるということだとして

も、それは議会側の意見、意思をまとめなあかんでしょう。まさか議

長独断でやれということは多分おっしゃられてないと思うんだけど

ね、そんなこと書いてないから。私、議長の場合は反対です、それ

は。少なくとも議会を構成するみんなの意見を聞いた上で、みんなが

しゃあないなという意見がまとまったんだったら、議会を代表して議

長が首長に対して、さっき申し上げたように２週間なら２週間、１か

月なら１か月、当面は専決処分を使って様々な予算措置をしてくれよ

ということはあり得るんですよ。 

 でも、ここで議論しているのは、じゃその意思をどうやって決める

かなんですよ、議会側の意思を。だから、私ら全員が何か災害が起こ

っても全員無事で、ここも無事で、移動手段も確保されていてこうい

うふうに今日みたいに集まれるのであれば、集まったらいいんです

よ。それ、当たり前の話ですね。集まったらいいんですよ。けども、

誰かが欠けるだとか交通手段が遮断されるだとかいうことで集まれな

い状態が発生した場合に、ではその代替手段をどうするかというのが

今のテーマでしょう、非常時の対応をどうするかというのが。だか

ら、複数の方法を準備しておかないとしんどいんじゃないですかとい

うことを申し上げているわけです、ずっと。 

 だからその点、具体的にちょっと具体案がないので、どうやってこ

れ、議会の意思を決定しようと思ったんですか。どういう方法で。 

宮嶋委員長  谷川さん。 

谷川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 方法でという、実際の話ですけれども、大災害が起きましたみたい

な状況において各議員がみんなばらばらで、なかなか急に寄れるとい

う状況ではないと私は推測するんですよ、全員がね。いろんな状態が

あって、家が崩壊して下敷きになっているかもしれへんしね。そうい

う状況においてその時点、ある一定の期間は佐々木さんがおっしゃっ

ているように首長さんに専決をお願いして、ある一定の期間が来れば

皆さんが寄れるという状況になったら、それは寄れますわ、十分に。 

 さっきも山本委員おっしゃっているように、石川県の対応も含め

て、寄れる状況になった時点では寄らないかんねんけれども、起きま

した、すぐ寄れますかというた場合ですわ。なかなかそれは災害の状

況によって寄れない可能性が大だと、私はそういう意味も含めて、ま

ずは首長である者にこの規定によって専決してもらう。これ言うては
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るとおりですわ。その次は別としたかて、第一初期段階はそういう形

でいかんことにはどうにもならんのと違いますか。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

違います。論点がずれています。 

つまり、今の法体系から言えば、第１７９条専決は首長の権限なん

ですよ。私らに権限ないでしょう、まず。そこまではいいですよね。 

 議会の対応は二通りあるんですよ。何もせずに待つ、つまり首長が

勝手に、勝手にと言うたら怒られるけれども、首長判断で専決処分す

るのをずっと待って見ているという方法が一つ。もう一個は、今議論

しているみたいに、何か起こった場合にこういうふうにみんなが集ま

れないと。でも今のルールだと、今のほとんどの町のルールだと、集

まって会議するのが議会だから、集まらなかったら議会の活動できな

いんですよね、でしょう。ということは、議会の意思は決定できない

ことになりますよね。議決かどうかは別にしても、ここだったら８人

全員の意思が確認できないという状況になりますよね、集まらなかっ

たら会議できないんだから。こういうふうに集まらなかったら会議で

きないんだから、意見交換はできないという話になりますよね。 

 もう一個の２つ目の方法は、議会として、何遍も言いますが、当面

の間首長の判断に任せるよという意思表示することは可能じゃないで

すか。そしたら首長側も、議会がそう言ってくれるんだったら、混乱

している間に関しては任せてもらいますということで自信を持って専

決処分できるでしょう、議会からお墨つきをもらっているわけだか

ら。何遍も言いますけれども、私はそういう事態はあり得ると思って

いるんです。ただし、もしこのように集まれない状況のときのルール

を決めておかないと、議会側の意思なり相談する機会はゼロですか

ら、そしたら２番目のほうは使えないんですよ、８人の意思が決定し

なかったら。議長も何も言えないじゃないですか。当面の間、専決で

やってくれとすら言えないんですよ。言ってしまったら越権行為です

よ、議長の。そんなことを勝手に言ったら、あと７人の議員さんの権

限を侵害することになるじゃないですか。議員が持っている審議権だ

とか議決権だとかいうのを勝手に議長が、今たまたま言ったんだけれ

ども、議長が勝手に７人の権限を奪って、首長に、管理者に勝手に第

１７９条やってくれてということ自身はやっちゃあかんし、やれない

ことだと思います、そんなことは。できないことだと思います。言う

以上、みんなの意思を確認してからしか言えない。だから、今言って

いるのは、ここで相談すべきことは、８人なら８人の議員の意思を確

認する方法を今のルールだと、場所はともかく、どこかに集まって相

談することが原則なんだから、その方法が谷川委員おっしゃっている

ようにできない場合って起こるわけですね。みんなが集まれない状況

が起こるわけですよ。起こった場合に、じゃ第２、第３の方法を準備
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しておいて、８人の意思を確認する作業が要るんじゃないですかとい

うのがこの議論なんでしょう。 

 だから、もう一遍言います。第１７９条もあり得るので、じゃ議会

は、私たちの意思はどうやって決めるんですかと、確認するのか、そ

こを聞いているんですよ。そこなんですよ、ポイントは。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  何かすごく議論が抽象的過ぎて、全然ぼやっとしたものなんですけ

ども、例えば芦屋市議会のＢＣＰとか読んでますと、初動期、応急対

策期、復旧期に分けて対応を細かく決めてはるんですね。だから、や

っぱりそういう細かく決めるということが必要になってくるんだと思

います。専決処分の話は今もずっと堂々巡りなんですけれども、どう

いう内容だったらもう任せるとか、こういうテーマだったらこういう

ふうにするとか、厳密にどういう話合いだったら、例えば災害復旧の

ための緊急補正予算とかそういうものだったら緊急に出すから、そこ

は首長判断でやるとか、何かある程度それも想定して決めるとか、そ

んなふうに状況が移り変わっていきますし、災害自体の規模というの

も様々ですから、甚大なものから軽微なものまであるので、そこら辺

を細かく分けて具体的に検討していかないと、いつまでも何となくオ

ンラインも無駄でしょうという話で終わってしまうので、そうでなく

具体的に想定して対策を考えるというのをしていくべきと思います。 

宮嶋委員長  具体的に何か谷口さんから今回提案がありますか。 

谷口委員  今回の提案というか、幾つか質問があるんですけれども、大角議員

の意見の中にあった、一部事務組合の議会運営上において大きな変更

をする場合は、市議会の全員協議会に意向を聞いてきたこともあると

いうふうに書かれているんですけれども、具体的にどの事務組合でど

んな変更があって全員協議会、それは木津川市の全員協議会ですね。 

大角副議長  そうです。 

谷口委員 

 

 

 

 

 

 はい。木津川市の全員協議会で意見を聞いてこられたのかというの

をお聞かせ願いたいのと、あとは去年８月実施されたアンケートとい

うのが、木津川市議会議員向けのアンケートというのがありますけれ

ども、その中で時期尚早というのが１１だったということで圧倒的多

数だったんですけれども、でもそれは木津川市議会も個別にアンケー

トを取って個別に回答が来ただけなので、全員協議会を開いてみんな
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で話し合ってとかそういうのは一切手続きは踏まれていないものなの

で、まあ言うたら非公式なもので、それをもって木津川市議会ではま

だ何も進んでいないからという根拠にするのはどうなのかなと思うん

ですけれども、そういうことが疑問にあったんですが。 

宮嶋委員長  大角副議長。 

大角副議長  せっかくご質問いただきましたので、その際にオンライン会議の導

入ということに対してアンケートを取らせていただいた中で、大半の

皆さんが時期尚早だという意思を示していただいたということで、一

応、木津川市を代表しているメンバーの一人として、ここに示させて

いただいたという経緯があります。 

 ただ、単に私個人でここに来ているという意味合いでなくて、一応

木津川市議会の代表というか、そういう願いを込めてのアンケート調

査を配らせていただいて、皆さんの意見はこうなんだなということで

代表で取らせていただいたアンケートの結果になっております。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  でもやっぱり、木津川市議会としてどういう考えになっているのか

というところが全く話し合われていないですし、全体で。ですよね。

今まで私、そういう話合いの場というのはなかったと思うんです。オ

ンライン会議というのをどうしようという話合いが、木津川市議会に

おいて少なくとも私が当選してからは一度もなかったんです。ですか

ら、そういう話合いを少なくともした上での報告だったらまだ説得力

というか、一応あるんですけれども、そういうのもしていない状況。 

 もっと言うと、今年の１月頃に議運で行かれていますよね。１月２

２日に愛知県に行かれて、先進的な議会というのを視察されていて、

知立市とかいいますと、もう本当に早い時期に委員会条例を変えられ

て、もう実際のオンライン会議もされているという、それを見てこら

れた。そしてその報告読みましたけれども、それは福井議員が書かれ

たもので、最後に一文だけ、今後、この研修を本市の議会運営に生か

していきたいと思いますと一言ですけれども書いてありますね。それ

をどうやって生かすんですかというところもされていない。そんな状

況で、まあ言うたらこれは木津川市議会の抱えている問題なんですけ

れども、それを根拠に、だからこの環境組合でも早いんじゃないのと

いうふうな理屈づけというのはちょっとできない、そういうふうに思

います、どうでしょう。 

宮嶋委員長  ちょっと待ってください。 
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ちょっと議論が違う方向なので、それで、今日一番最初に今課題に

なっているのは、専決処分を行うんだけれども、それは議会の意思を

どういうふうに表明して専決処分となるのかというのを佐々木さんは

求めているわけだから、だからこういう場合はやりましょうとかこう

しましょうとかという、そういう一定のルール、さっきＢＣＰという

ような言葉が出ましたけれども、災害時などにおける計画ですね。具

体的に、例えば佐々木さんのほうからは何か案があるんですかね、今

日に向けて。例えばそういうことになった場合はこういうものをつく

りましょうとか、こういうことをしましょうとか。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 だから、ずっと前からオンライン会議やりましょうと言ってるじゃ

ないですか。集まれないからオンライン会議をやるべきだと、導入し

て議会の意思をね。少なくとも、議決はできないかもしれないけども

みんなで一緒に確認することはできるわけだから、少なくてもそこま

ではやりましょうと。現実は総務省がノーと言ってるからできません

けどね。その手前まではできるわけだから、それをやりましょうと。 

 もし必要だったら、今、谷川委員や山本委員が提案しているのは一

部納得できるところもあるんですよ。だから、今出たようにＢＣＰの

話をして、ここが使えなかったら第２候補の議場というか会議室とし

て、例えば第１候補は木津川市役所、第２候補は精華町役場とかいう

ふうに、もちろん相手があるから相手の了解を取らなきゃあかんと思

うけれども、了解を取った上で、うちの議会としてはここが使えなか

った場合、また、ここは大丈夫だけれども、さっき谷川さんからあっ

たようにみんながここに集まれない状態が起こった場合の代替手段を

確保しておく。それは申合せするのか内規にするのか、それは方法は

いろいろあるんだけれども、そういう方法をあらかじめ決めておくと

いうことはやったらいいと思うんです。 

 気になるのは、谷川さんや山本さんの意見の中にもっともと思える

ようなことが書いてあるんだけれども、つまり災害時には行政側の手

を煩わせたくないと書いてあるんですよ、簡単に言えば。それはそう

ですよ。私もそんなこと、わざわざ災害で飛び回っているところの手

を止めようとは思っていない。だから逆に、ルールを決めてください

と言っているんですよ。今、ルールないんですよ、うちは。ルールが

ない状態でもし災害が起こったら、どうしようかというところから相

談しなあかんじゃないですか、どうしようかと。ルールがないんやっ

たら、もう一から判断しなあかんのですよ。 

 例えば事務局なり議長なりが管理者の木津川市長とかに会うなりし

て、どうしようと、議会運営。補正予算どうしようということから始

めないと、それこそ手間がかかっちゃう、向こうの手を取っちゃうん

ですよ、忙しいのに。だったら、さっき谷口さんが言ったように、幾

つかの想定パターンがあるわけだから、想定パターンに従ってもう一

度、こういう対応をしましょうよということをうちが決めておいて、

向こうにも知らせておけば、それに従って判断すればいいじゃないで
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佐々木 

副委員長 

つづき 

すか、事務局なり議長が。ルールを決めた上だったら従います。でも

今、ルールがない段階で事務局や議長の独断専行は許せません。許さ

れないと思っています、それは。 

だから、そういうルールをつくり、そのルールの一個として、例え

ばですが、オンライン会議で少なくても８人の意思を確認する方法、

手法を確保しておいたほうがいいんじゃないかということを何遍も言

わせてもらっているんです。それが駄目だと言うんだったら代案を示

してほしいんですよ、どうやってこの８人の組合議会の議員の意思を

確認するのか。それを示したんやったら納得できるかもしれない。そ

れがなしに専決専決と言われても、それはなかなか難しいということ

なんですよ。 

宮嶋委員長  ただ、一言でオンライン会議という場合に一定のものが要りますよ

ね、会議をする必要な。ただ、そこまでのことと、それからもう一つ

は、それをしなければならない緊急性がどの程度の頻度で起こるのか

ということもあって、皆さんのやっぱり思いにまだ差があるように思

っているんです、先ほど出ていた意見も含めてね。 

 だから、ルール化するという点では皆さん一致してこの議論をして

いるわけですけれども、そのルールの中身がまだ見えてこないから、

ちょっと議論が煮詰まるところまでいっていないのではないかなと、

こう感じるんですけれどね。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 ということは、今の委員長の発言からいうと、この中に災害が起こ

らないと思っている人がいるということですか。 

宮嶋委員長  いや、そんなことは何も言ってないです。 

佐々木 

副委員長 

 違うでしょう。 

宮嶋委員長  そんなことは言ってないじゃないですか。 

佐々木 

副委員長 

 だから、想定はしてるでしょ、皆さん。私は想定はしていると思う

んですよ。起こると思っていると思うんですよ。だとしたら、起こる

ことというのはもう何遍も経験しているじゃないですか、前からおっ

しゃっている阪神とか東日本とか能登半島とかいっぱい。また、地震

だけじゃなしに豪雨水害も含めて経験しているじゃないですか。起こ

り得るんですよ。集まれないことが起こり得るんです。 
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宮嶋委員長  あのね、すみません。 

精華町議会の中でどういう議論がされているか正確には分かりませ

んが、少なくとも佐々木さんが言うような議論がやはり木津川市議会

の中では十分に行われていないから、だからそこの差があって、そこ

までの市議会での議論を踏まえた上でこの組合議会があるということ

になってこないんですよね。 

 だから、先ほどいろいろ谷口さんも、この１年間、市議会の中で自

分がそういう経験をしていないという発言になったんだろうというふ

うに思いますので、だから、ここでの議論をする場合に、やっぱり共

通の理解ができる部分での例えば先ほどあったような、こういうこと

が想定されます、だからそれに基づくルールをつくっていきましょ

う、ただし、これをやるためにはこういうものが必要ですと。だけど

もそれは今ありませんとか、いずれ予算化できるかも分かりませんと

か、何かそういうもう少し見えてこないと、今日の議論をどこまで進

めて何を確認するのかというところが見えてこないわけですね。 

 谷口さん。 

谷口委員  じゃ、この環境組合で議会ＢＣＰをつくるということをまず合意し

て、それをまず、例えば精華町をお手本にするのか何でもいいんです

けれども、教科書というか参考にするものを２つぐらい用意して、そ

れをみんなで読み合わせしていくという、そういう作業を始めるしか

ないのではないでしょうか。 

宮嶋委員長  今、谷口さんから提案がありましたけれども、いかがですか。 

 松田さん。 

松田委員  今回、３人の方からご意見を出していただいていて、今日手元には

持っていないんですけれども、読ませていただきました。その中で、

先ほどから議論になっているように、緊急時に議会の意思をどう表明

し集めるかと、それを議会全体の意見として示していくのかというの

は非常に大事なことだというふうには思っております。 

 ただ、３人の方からいただいたご意見を読ませていただきまして、

先ほどから出ていますように時期尚早やというお話が出ていて、委員

長のほうからも各構成市町の議会の中での温度差があるんではないか

というふうなお話もありましたが、仮に時期が早いというふうに思わ

れるのであれば、どういう時期が来れば今の議論を皆さんの中で共有

していけるのかということについては、ご意見を出された方からどう

いう時期であればいいのかということをちょっとお示しいただきたい

ですが、お願いします。 

宮嶋委員長  今、松田さんからそういう質問といいますか、お願いがありました
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宮嶋委員長 

つづき 

けれども、いかがですか。 

 大角さん。 

大角副議長  今、松田さんがおっしゃるように、こういう平時の時期にもう備え

てそういうのを用意するのか、それとも、もちろん災害が起こってし

まったらこんなことをやっている場合じゃないので、そういう準備等

備えができないと思うんです。だから、いつだったらというところの

話のことをお聞きになっていますけれども、だから、そう考えると今

すぐこのときにやるのがベストなのかというところになると、それは

皆さんの意見をすり合わせていって決めていったほうがいいのかなと

私は思います。 

宮嶋委員長  松田さん。 

松田委員  今、大角さんからご意見いただきましたけれども、市町の議会によ

って温度差があるということでありますので、じゃ全てが整った上で

なければここの議会としてそういうオンライン会議をしていくという

ふうなことはできないのかというふうにも思うわけですが、もう一つ

お聞きしたいのは、じゃ精華町議会では今オンライン化に向けて具体

化、いろんな決め事の整備であるとかいうのを進めております。おり

ますが、別に市と町によっていろいろ対峙して意見交換をしようとは

思っていないんですけれども、木津川市議会の中で将来的に、じゃそ

ういった議会のオンライン化を進めていこうというふうな議論が進め

られるのかどうか、また、進めようとされていらっしゃるのかどう

か。でなければ、どの時期になっても今のちょっと段違いのような感

じは溝が埋まっていかないというふうに思うわけですが、今これが俎

上に上っている何かの一つのきっかけと考えていただいて、ぜひとも

市議会でもそういう方向を目指そうというふうなお気持ちになってい

らっしゃるのかどうか。でないと時期尚早という言葉はずっと消えて

いかないというふうに思うわけですが、その点いかがでしょうか。 

宮嶋委員長  大角さん。 

大角副議長  委員長と同じで、まだ各個人の開きがあるかというところがありま

すので、だからああいう言葉が、時期尚早というのはまだまだ皆さん

同じような方向性を向いていない、まだいいんじゃないかとかそうい

うところもあるところかなと思います。でも、やっていかなきゃいけ

ないという気持ちはもちろん当然ありますので、道具だったりとかそ

ういうものでもそうですけれども、まだ準備できていない状況ですか

ら、そういう意味での言葉です。 
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宮嶋委員長  ほか、ありますか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 今の議論を聞いていると、木津川市議会が非常時の対応を十分協議

しなかったらここではできないという話になっちゃうんですよね。だ

としたら、ここで協議する意味ないんですよ。もう一遍言いますが、

本気で何も起こらないと思っているんですか、本気で。阪神・淡路が

１９９５年だったんですね。３０年近く前ですよ。さっき申し上げた

ように、その後いっぱい起こっているじゃないですか、自然災害が。

それぞれの自治体、それで困ったわけですよ、いろんな意味で。だっ

たら、うちの町にも起こるかもしれんということで準備するというの

が私は当たり前のことなんですよ、市民に責任を持つ議員としては。

私らは市民、町民の命に責任を持っているんですよ。私らの決定が左

右するんですよ、彼らの市民、町民の。なぜ準備できないんですかと

いうことですよ、ちょっとひどい言い方するかもしれんけども。信じ

られないです、ほんまにそれは。 

 だから、そこはもうほんまに真剣に考えてくださいよ。何か起こっ

て自分だけが災害被害を受けるならまだ我慢するけれども、私どもの

決定なり意見、議決がどれだけの影響を与えるか分かっているでしょ

う、こんなこと市議会議員、町議会議員だったら。なぜそんなに時期

尚早なんですか、まだ。明確に答えてください、何でですか。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いかがですか。何か意見、ありませんでしょうか。 

 この議論を進める中で、以前も出ていたんだけれども、要するにこ

こに今、木津川市議会で言えば５人のメンバーがいるわけですけれど

も、私たちがここで決めるということに対してのもちろんその責任は

あるんだけれども、木津川市議会全体の中のそれが合意になっていな

い場合に、私ら５人だけで決められないんじゃないですかという意見

が以前からもあって、それで木津川市議会全体の動向を踏まえた議論

ということになってきていました。そのことが、先ほどあったよう

に、一言で言えば時期尚早という言葉に表れているのかも分かりませ

んが、けれども、それは佐々木さんが今言われるように、じゃ市議会

のことをいつまで待つのかということでもありますので、少なくとも

ここの環境施設組合議会として前に進めることはこの機会にやってい

きながら、市議会へもこういうふうに進めていますという報告をし

て、市議会のほうでも検討いただくと。それは、木津川市議会の場合

は組合議会をほかにも幾つも持っておりますので、当然そうしたとこ

ろとも連携していかなければならない課題でもあるわけですけれど

も、ちょっとそのあたりが十分に組合議会と市議会との間での議論が

できていないというか、議論が進んでいない。できていないというこ

とではないんだろうけれども、なかなか進んでいっていないというの

が実際だというふうに思うんです。 
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宮嶋委員長 

つづき 

 だから、例えば市議会で言えば、市議会の議会運営委員会がそうい

うことをテーマに進めていくということであればいいんだけれども、

今、１月には議会運営委員会がそういう先進自治体の例にも学んでい

っているというような段階ということでしょうかね。 

 だから、先ほどありましたけれども、今日の時点で例えばＢＣＰを

検討しましょうということで合意ができるのであれば、前も皆さん、

これは去年１１月にいただいていますよね、精華町の議会ＢＣＰのや

つはね。そういうものもありますわけですから、どうでしょうかね、

そういう少し一歩前に進むという方向で。 

完璧なものができなくても、先ほどあったように、例えば災害が起

こったときは議会が開けませんと。じゃ、本来開かなあかんときに議

会が開けませんと。じゃ専決処分になりますよと。８人の意思をどう

いうふうにして確認して、専決処分やったら専決処分ということを確

認しましょうかという、そのことはその時点でということで、何かそ

ういう文書化したものをつくっていくということでどうでしょうか

ね。例えば、先ほど専決処分ということがありましたですけれども、

ちょっと一つ一つ積み重ねていかないと、全体のものが体系的にでき

るかどうかというのはありますからね。どうでしょうか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 そのとおりで、その方向でいいと思うんだけれども、その前に、さ

っきから出ている時期尚早というのを撤回してもらわないと、これが

ある以上、前に進めないじゃないですか。今やる必要ないと言ってい

るんだから、時期尚早というのは。まず、それをちょっと留保、撤回

してもらって、みんなで今、委員長がおっしゃっているように前向き

に検討しましょうということでまず６人の議運が一致しないと、なか

なか今の委員長の話は前に進まないので、時期尚早を撤回しません

か。協議しましょうよ、前向きに。 

宮嶋委員長  私も少し意見を述べさせてもらって、佐々木さんのほうからも出ま

したけれども、どうですか、そのことについて山本さん。時期尚早だ

からもうこの議論はしませんということではないと思うんだけれど

も、いかがでしょう。それともやはり、時期尚早だからこの議論はし

ませんということで終わりますか。 

 山本さん。 

山本委員 

 

 

 

 

 

 時期尚早の言葉の取り方の違いであると思うんですが、時期尚早と

いう言葉が出たのは、一部事務組合で判断できないからということで

木津川市議会の全協で諮った。木津川市議会においてもオンラインに

しても検討はされていますが、まだこうやろうとかいう方向性だけ

で、実際に具体的にこうしようというところがないので、そういう意
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山本委員 

つづき 

味合いを含めて時期尚早です。何も検討しないとか、そういう意味合

いではありません。時期尚早だから議論が前へ進まないとかではな

く、木津川市議会の現状として、まだ具体的なものを進めるのは早い

というような意味合いで私は捉えております。 

だから、文言について撤回するしない、撤回しなければもう前へ進

まないとか、そういうものではないと思います。言葉を一つ捉まえ

て、どうなのこの言葉とかいうのではなく、これからいろいろ災害も

あるでしょう。多分ありますけどね、程度の差はあれ。それについて

みんな真剣にどうしようかというのは、協議は進んでいますがなかな

かまだ具体的にどうしようというのは出ていないと、そういう意味合

いで、具体的なことを決めるのは時期尚早だという文言で一応ある

と、そういうことですので、よろしくお願いしたいと思います。 

宮嶋委員長  だから、時期尚早というのは言葉で思って、この議論はしないとい

うことではありませんと。できることからやりましょうという意味合

いでもあるわけですから、具体的に今回出ている一つ絞ると、議会が

開けずに専決処分を行うことがやむを得ないという場合に、議会の意

思をどういうふうに管理者に伝えるかということについては検討する

ということでよろしいですか。その方法については、こういう方法が

あります、どういう方法がありますというのはまだ具体的に今日ここ

で決めるわけじゃないんですけれども、また、どういう場合に、災害

の程度もありますから、先ほどあったように集まれない場合にはどう

いう場合が集まれないのかということもあるだろうし、それから、こ

この議会の場合は、主には年に２回の定例会ですので、しかも１日だ

けの議会がほとんどでございますので、内容的にも議論しなければな

らない、決めなければならない行政課題というのは全体の中の一部で

ありますので、そんなに難しいか難しくないかという言い方は正しく

ないかも分かりませんが、できるのではないかなと思うので、だか

ら、今日専決処分によって対応したらいいのではないかというご意見

もありましたので、じゃその専決処分をどういう議会としての判断を

そこに入れるのかということについては議論をするというか、その中

身を具体化するということではいかがでしょうか。 

 山本さん。 

山本委員  専決処分というのは一定の条件の下でされます。何も議会が開かれ

ないからされるということで、議会の意思だから専決処分をするしな

いというものではないと思います。専決処分自体に条件があって、議

会の意思で専決処分をこういう状況ならしろ、こういう状況ならして

は駄目とか、そういうものではないと思います、専決処分のね。 

宮嶋委員長 

 

 ただ、今言っているのは、本来議会が開かれなければならない、例
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宮嶋委員長 

つづき 

えば１週間後に議会を開くと決めていたのに災害が起こって議会が開

かれない、しかもしばらくの間、ここで言うている大規模災害という

ことが一つのテーマになっていますから、開けない場合には、じゃ予

算が決まらないとかでは困るわけですから、何らかの形で専決処分を

する。でもそれは議会がこの場合はやむを得ないという判断をしない

ことにはあかんということをさっき佐々木さんが言うたわけですか

ら、そういう場合の議会の意思というのはどうやって決めますかとい

う、そういうことぐらいはできるんじゃないでしょうかと言っている

んですが、いかがですか。 

 山本さん。 

山本委員  議会の意思とかなく、議会が開けないからとか、予算、今例をもっ

て言われましたが、それについて開けないから専決処分するとか、そ

れに対して議会側から議会が開けないから専決処分してくださいと

か、こちらから専決処分について意見を申し述べるようなものではな

いと思います。できないから専決処分を執行部側がするというふうに

なると思います。こういう条件なら専決処分してくださいとかいう、

そういう条件づけというか、そういうのはなかなか、専決処分の条件

の中に入っていると思うんですけどもね。 

宮嶋委員長  私がやり取りするのは何ですが、先ほど佐々木さんが言うたのは、

本来、議会が開かれる条件をつくって議会を開くわけでしょう。だけ

ども開けないという中で、それはもうやむを得ないという場合があり

ますよと彼は言ったわけですから、そういうやむを得ないという判断

を単に議長一人がやるのではなくて、８人がやるのではないですか

と。だから、その場合に８人のこれはやむを得ないと、議会は開けな

いという意思をどう決めますかと言うているわけやから、それをこう

いうルールにするということぐらいはできるんじゃないですかと、私

もそれは思うんですが、それもできないんですか。 

 山本さん。 

山本委員  先ほど委員長のほうからも話がありましたけれども、年２回定例会

ですね。その中で１回は半日か１日。そして事前に日にちがこの日に

ありますと決まっています。それについて、たまたまか偶然か必然的

か、どういう意味合いで言えばいいか分かりませんが。 

宮嶋委員長  いや、今は災害やから、災害が起こったと想定して考える。 

山本委員 

 

 はい。だから、そのときに災害で、その決められたときに開けない

というときについては、またあれ違いますか。緊急性をどのように捉
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えるかだけであって、開けるん違いますか。災害によって亡くなられ

るとかそういう場合については、また充足数に足りるとかそういうの

を参考にすればいいのであって、その当日、災害等でできなければま

た後日やればいいんじゃないですかね。それについて何か特別必要な

ルールとかいうのは、私にはちょっと理解できないんですけど。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょっと理解してくださいよ、山本委員、それはお願いだから。 

 あのね、今の山本さんの意見は、さっき言ったように議会の対応の

２つの候補の一個なんですよ。要するに、議会の意思を確認せずに首

長側の判断を待つというね。その一個の方法で否定はしません。た

だ、何遍も言いますが、住民の暮らし、生活に責任を持つ議会とし

て、災害起こっても何もせずに首長の判断を待つというやり方は、私

は取りたくありません。場合によっては現地に行って状況を見て、も

し市や町の災害対策がずれているんだったら、それを修正する意見を

まとめるのも議会の仕事だと私は思っています。意見を言うべきで

す、住民、市民代表として。だから、山本さんの今の意見だと、そん

なことは何にもせずに、取りあえず首長の判断を待てばいいんだとい

う立場になるんだったら、その理屈は通用します。私は、そうは思い

ません、まず１点、それが。 

 もう一個は、山本委員がおっしゃったのは、ここに書いてあるのは

私も一部なるほどと思うんですよ。でも、ルールがないんですよ。例

えば、ここの各市町の議会事務局が連携して、議員の安否確認や情報

連携を密にすると書かれているけれども、今はそんなルールないか

ら、事務局が実績があるかもしれないけれども、そのルールないです

よ、今うちには。もちろん、ルールはどこにもないから、議員の安否

を確認する義務はないんです。業務に入っていない。でも私、要ると

思うんです、それは。だから、山本さんの文書は、部分的には物すご

くそのとおりだと思います、それは。だから、じゃどうやって８人の

安否を確認する方法をあらかじめ決めておこうかという相談をしたら

いいんじゃないですか、それは。それも含めて、さっきから谷口さん

がおっしゃっているような議会ＢＣＰ的なものがあったほうが、即座

にわざわざ例えば事務局と議長が相談してどうしようという話じゃな

しに、もう決めておけば動けるじゃないですか、こういう場合はこう

動くんだと決めておけば。そういうものをトータルで判断した場合

に、今相談しているような非常時の対応の仕方というのは、今思考停

止で踏みとどまるのではなしに、やっぱりしっかりとこれまでの災害

における各市町村の対応であるとか、または木津川市さんも１月に、

知立市は議会改革ではかなり有名なところですから、知立市の状況な

んかも参考にしながらどうするんだと考えていこうという話のほう

が、私は妥当だというふうに思っているんです。 
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 それと、さっきの山本さんのよく分からないのは、災害時だから緊

急に対応しなあかんわけですね、普通は。今の発言だと、集まらなか

ったらもう一遍招集すればいいんじゃないかという話に聞こえてくる

ので、それだけ議決の日が遠ざかっちゃうわけでしょう。遠ざかると

いうことは災害対策の手を打つのが遅くなるということですよ。だか

らお二人は、それじゃ駄目だから専決処分を使ってもらおうかとおっ

しゃっているんでしょう。災害対策の遅滞が発生しないように、さっ

さとやってくれという意味で専決処分とおっしゃっている。それは一

理あるんですよ。何遍も言っているように一理あるんです。だから、

一理あるのをそれをどうやってうちの議会がその方向で足並みをそろ

えられるかどうかじゃないですか。でないと、仮に首長か管理者が勝

手に専決処分したと、かなり大規模な補正予算をしたと。後で文句が

出たら、それこそ大混乱ですよ、それは。だとしたら、ちゃんとルー

ルをつくっておいて、相談した上でスムーズな。それと、そんな災害

時に首長と議会でけんかしているわけにいかんじゃないですか、それ

こそ。だとしたら、お互いの意思をすり合わせて、その方向で話を進

めていくというのが政治家としては当たり前の方法だろうとは思って

いるところです。 

 もう一個、ちょっと論点はずれるかもしれんけれども、問題はね。

さっき山本さんがおっしゃるように、第１７９条専決というのは首長

の権限だけれども、これ、何でもできるわけじゃないですよね。第１

７９条専決というのは要件があるんですよ、もちろん。要件に合わな

かったらその処分はできません。行使できないです。要するに、自由

裁量じゃなしに羈束行為でしょう、第１７９条専決は。羈束行為とい

うことは、ちゃんとそこのルールに従って法律に書かれていることし

かできないんですよ。法律に書かれていることを、私なんかとか多分

１０年以上議員やっている人はちょっと勘違いするかもしれんけれど

も、１０年ぐらい前に地方自治法が改正されて、きっかけは例の九州

のほうのある市の市長さんの乱暴なやり方だったんだけれども、改正

されて第１７９条専決ができない案件があるでしょう、法律上。あり

ますよね、皆さん議員だから知っていると思うけど。だから、第１７

９条専決をやるとしても、できない議題があるんですよ。つまり、議

会に専属的に、専権的に権限が残っている議案があるから、その案件

が災害時に時間的にダブっちゃった場合にどうするかということも考

えなきゃならないわけです、それは。さっきも言った九州の市長さん

の中で第１７９条の制限規制がかかっちゃったらね、今。そういうこ

ともあるので、その制約の中で首長というか管理者がやるべきこと、

それから議会がやるべきことというのは整理をすればいいということ

です。もっと言えば、この組合ってごみ処理をする組合だから、災害

が起こった場合というのは下手したら業務が忙しくなって、補正予算

を組まなあかん話になるわけでしょう、瓦礫がいっぱい出るんだか

ら、下手したら。その処理をどうするんだと。この組合の施設設備だ

けで処理できるのかできないのか、ほかへの応援を要請しなあかんの

かという話も出てくるわけですから、ここの組合こそ災害時にはもろ
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に直接的に影響を受ける組合だと思うから、それを想定した対応の仕

方、組合としても対応の仕方を考えてもらわなあかんけれども、その

中の議員、議会としての対応の仕方というのはしっかりと、ちょうど

お二人がおっしゃっている業務にできるだけ支障を来さないようにす

るために、じゃどういう配慮をしながらやったらいいのかというのは

私らが考えることだろうとも思っているんです。 

 だから、この件で非常時の対応をまず具体的に検討していくという

方向にもし異論があるんだったらおっしゃってもらったら結構ですけ

れども、異論があるんでしょうかね。 

宮嶋委員長  もう一度確認しますけれども、非常時における議会の対応について

今議論をしているわけですけれども、山本さんだけではないけれど

も、時期尚早だからこの議論はもう必要ないということで今終わるの

か、それとも時期尚早というのは、いずれそういう問題が発生するわ

けだから、今考えられることについては議論していきましょうと、そ

のための例えばルール、何らかの部分はこの議会運営委員会の中でつ

くっていきましょうとするのか、どちらになりますかね。 

 山本さん。 

山本委員  時期尚早というのは、先ほども言いましたが、木津川市議会の全協

でありました。それがあって、まだ具体的に決まらんから時期尚早と

いう言葉がありました。だから、この一部事務組合単独で決めるとか

そういう部分ではなく、木津川市議会のある程度の具体的な方向性が

見えてこないと、この一部事務組合によって具体的なことを決めるの

はなかなか難しいという意味合いで時期尚早ということです。一部事

務組合で単独で具体的なことを決めるというのは、私としては、木津

川市議会の総意として今単独にここの一部事務組合で決めるというの

は好ましくないんじゃないかなという考えを持っております。 

宮嶋委員長  谷川さんも今、同じ意見ですか。 

谷川委員  はい、一緒の考えです。 

宮嶋委員長  大角さんは。 

大角副議長  はい。 

宮嶋委員長  ちょっと待ってください。 
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 そうしましたら、ちょっと今の話は時期尚早というのは、木津川市

議会の状況を見ないでここで何らかのルールを議論していくのはそれ

こそ時期尚早だから、それはできませんということなので、これ以上

ちょっと議論してもここは煮詰まりませんので、ごめんなさい。１番

のことについては、今日３つに分けてということだから、次、新型コ

ロナ感染発生時はどうなのか、それから育児や介護等の必要時はどう

なのかという、そこの確認をした上でしたいんですが、少なくとも地

震や水害等の大規模災害時の議会対応については今決めることはない

というご意見がお三方からありますので、もうこれ以上ちょっとここ

での議論はしないということにしたいと思います。しても溝が埋まり

ませんので。 

 その上で、何か佐々木さんからあるんでしたら。 

佐々木 

副委員長 

 これ、去年の８月にも同じ議論をしていると思うんだけれども、多

分、今おっしゃった木津川市議会のアンケート、多分８月ぐらいに取

られたものだと思うんですよね。ところがそのときに、ここで一旦資

料が配付されたけれども回収されたでしょう。そのときに何が問題に

なったかというのは、このアンケートはどういう性格のものかという

のがはっきりしていないということですよ。今、委員長がおっしゃっ

ているように、３つのパターンがあったじゃないですか、最初。３つ

のパターンに分けて聞いているんだったら、今、委員長が言ったよう

に、１番目の災害対応というのは保留という話は分からんでもないけ

れども、そんなふうに聞いているのかどうか分からないです。私は分

からない。もし３つ一緒に聞いているんだったら、３つに分けたって

全部アウトじゃないですか。 

 だから、申し訳ないけれども、木津川市のアンケートの設問、それ

から回答を全部出してください。でないと不公平です。私らは何にも

見ていないのに木津川市だけが持っている資料で根拠にされて言われ

るのは、それは不公平です。間違っている。だから、それは正式な意

見と今お三方おっしゃっているんだから、木津川市議会の意見だとお

っしゃっているんだから、設問と全員の回答用紙を下さい。だから、

公式文書って明確にしてください。公表できるものとして出してくだ

さい。でないと根拠になりませんよ、そんなの。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょっと落ち着いて。 

 あのときは、我々がここで議論しなければならない課題の中の一つ

として、非常時等におけるオンラインの検討についてどうなのかとい

う議論があって、それは木津川市議会の中での個々の議員の意見を聞

きましょうということで大角さんが代表してやっていただいたわけで

すが、それ自身は何かそれをここの場に出して議論するとかするもの

ではありませんので、全体の意向というものとして出たわけです。確

かに今言われるように、地震、水害の災害時だとか新型コロナの感染
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症だとかなどというて分けてアンケートを取ったわけでもありません

し、だから、それをここで出すとかということも、それはそんな了解

を求めてアンケートをしたわけでもありません。 

佐々木 

副委員長 

 それはおかしいでしょう。 

宮嶋委員長  でも、おかしいと言うたってそれはそういう事実なんだから。 

佐々木 

副委員長 

 だって、ここのことを聞いているんだから、具体的にアンケート

は。 

宮嶋委員長  まあちょっとお待ちください。 

佐々木 

副委員長 

 関係なかったらそれはおかしいわ、絶対。 

宮嶋委員長  だから、アンケートについては今そういうことだということです。 

佐々木 

副委員長 

 それはおかしいですよ、委員長。 

宮嶋委員長  いや、おかしかったらおかしいと言うてもろうてもいいけれども、

そういうことで、ちょっと議事を進めますので。 

佐々木 

副委員長 

 ちょっとおかしい、それ。 

宮嶋委員長  ２つ目についてはどうですか。 

佐々木 

副委員長 

 そんなの話にならない。 

宮嶋委員長  新型コロナのような感染症の発生時についてはどうですか。３つに
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分けると言ったわけで皆様合意いただいたわけですから、まずそのこ

とについて確認だけはしておきたいと思いますので、いかがですか。 

 松田さん。 

松田委員  ちょっと話を元に戻すようで申し訳ないですけれども、委員長の立

場としては議事を進めたいというご意向は分かりますが、結局、オン

ライン化が時期尚早なのか、それとも、先ほどありましたけれども、

でも緊急対応時、今新型コロナの話をしていますけれども、それと介

護や育児も含めてですけれども、オンライン化そのものが時期が早過

ぎるというご判断なのか、そういった３つの諸条件をクリアするため

に何かほかの方法でも考えられるかどうかというのを議論するのがこ

の場所なのか、そこのところがちょっとよく分からないんですけど

ね。オンライン化そのものが時期尚早というふうにおっしゃっている

のか。先ほど言いましたように、しかしいろんな場面があるから、そ

のときの議会としての対応、ほかに手段があるのであれば前向きに議

論をしていきましょうということなのか、そこのところをちょっと委

員長には整理していただきたいというふうに思います。 

宮嶋委員長  アンケートのことが出ましたので言いますと、一言で言えばそうい

うオンライン化についての話やと思います。だから、後で出ましたよ

うに、別の手段も含めてこういったことが起こった場合に議会として

どういう対応をしていくのか、そのルールをつくりましょうというこ

とが時期尚早ということではないように思っております。一言に代表

されるオンライン化と言われることについての意見だったように思い

ますので。 

佐々木 

副委員長 

 だったら話しできるやん。 

宮嶋委員長  うん、そうなんです。だから先ほど私が提案したけれども、山本さ

んは、もうそれも含めて時期尚早だというふうに言われたのでね。 

佐々木 

副委員長 

 考える必要はないと。 

宮嶋委員長  うん。だから、もうそれについてはこの場での議論はできませんと

いうか、しても前に進まないんですよ。 
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 だから、何度も言いますが、お三人が根拠とするものを精華町の議

員に見せないのというのはどういうことなんですかということです

よ。根拠にする以上、提示しなかったら私たち納得できないじゃない

ですか。ちゃんとこの公式の場で３人の議員さんが木津川市議会の総

意だというふうに明言されているわけだから、それは、いわゆるこの

辺で勝手に何か書いているメモじゃなしに議会の正式なものでしょ

う。正式なものでしょう、そのアンケートや回答は。だったら出しま

しょうよ。公にできるものでしょう。２０人だったかの議員さんが、

個々の議員さんが責任を持って書いたものでしょう。一議員の責任と

して書いたものでしょう。出してください。でないと、これ以上それ

こそ話進みませんよ。一方的に私ら持っていない資料をもって説明さ

れたって、そんなの民主主義に何もなってないじゃないですか、一部

の人だけ持っている資料で議論を進めるというのは。出してくださ

い。お願いします。 

宮嶋委員長  何度も言いますけれども、あくまでもこの議会運営委員会でこうい

うことがテーマになって、それについてここに出席している議員だけ

では判断がつかないので、皆さんの思いを聞いたという趣旨であっ

て、それが公表できるとか公表できないとかというものではなくて、

その意思としてオンライン化というものについては時期尚早ではない

かと、まだ、市議会のほうでの議論も進んでいないのでという話だっ

たので、それ以上のものではないのでね。 

佐々木 

副委員長 

 違うってそんなの。 

宮嶋委員長  いや、違う言われても、それが木津川市議会のあれだったので。 

 ちょっと待ってください。 

 で、もうとにかくなかなか前へ進まないんですよ。だから、２つ目

の議論についてはそういうことでどうなんですかということ、これに

ついても同じ意見なんですか。ちょっとそこの確認はしておきたいと

思います。山本さん、これについても同じですか。 

 山本さん。 

山本委員 

 

 

 

 

 

 

 ２点目ということは感染症の発生時における対応ということです

が、こちらのほうは、一応コロナですか、それに対しては一応感染を

できるだけ広がらないようにということを対応する。そして議員の充

足数を確保する。そして職員のほうも議会に出席するように対応して

います、感染症に対してね。その上で、このコロナに対しては去年５

月８日まで、一応２類から５類になるまでのときに議会としては順調

に運営できたということですので、その方向でよいのではないかとい
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うことですよね、発生時にです。そして、３点目はいいんですね、ま

だ。 

宮嶋委員長  新型コロナの対応で行ってきたことで、改めて何かつくる必要はな

いという意味合いですか。 

 山本さん。 

山本委員  改めてじゃなく、一応、検証としてそういうようなので対応できた

ということです。また新たなパンデミックの感染症があるということ

に対しては、はっきり私は意見としては波及しておりません。 

宮嶋委員長  我々は新型コロナを経験して、それぞれの市議会、町議会でもその

対応を行ってきたわけです。この環境施設組合議会としてこの４年あ

まりどうだったかということでしたが、ごめんなさいね、ちょっと私

も今メモを持ってないんですが、具体的に何かルール的なものって決

めましたでしたかね、ここの議会運営で。 

 局長。 

松井事務局長  議会運営に当たっては、それぞれの市町で対応されていたコロナ対

応、これを例にさせていただいて、同様の対応をすることを確認いた

だいて実施してきたということですので、明文化とか確認事項という

ことで何かにまとめたというものではなく、随時確認をいただいて運

用してきたという状況でございます。 

宮嶋委員長  ということですが、だから山本さんの言われるのは、今、局長が言

ってもらったようなやり方、それぞれの市町議会での対応をそのまま

進めればいいということですか。それとも、それ以上の感染症が起こ

る可能性だってあるわけですけれども、改めてここで何かルール化す

るというか、文書化する必要はないという意味合いでいいんですか。 

 山本さん。 

山本委員  ルール化する意味合いじゃなく、それで対応できたと、コロナに対

してね。だから、その延長線上で対応していけばいいんじゃないかな

と私は考えております。 

宮嶋委員長 

 

 

 ほかの方はどうですかね。新型コロナ等の感染症が起こった場合の

議会対応としては、それぞれ今あったように市町の議会の対応に準拠

してやったけれども、改めてここの議会としての文書化されたものは
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ありませんということでしたけれども。 

 谷口さん。 

谷口委員  コロナ対応のときの議会を私は知らないんですけれども、聞くとこ

ろによると、一般質問の時間がすごく短くされたりとか、予算委員会

の人数を半分にして、それ以来半分なんですけれども、そういうこと

があったというふうに聞いています。 

 精華町のほうはどういう対応だったのか分からないですし、あれな

んですけれども、また同じように感染症となったときに、じゃ一体ど

ういうふうに対応するのかというのはやっぱりつくっておかないこと

には、精華町と木津川市の対応が何か違ったときに、じゃどっちにす

るとか、そういう細かいことを誰が判断するのかも分からない無責任

状態になっているので、やっぱり新型コロナのときにどう対応すると

いうルールもつくっておくべきと思います。 

 それで、オンライン会議というものが想定されていなかった当時

に、そうやって密を避けるためにしゃべる時間を制限したり、何かい

ろんな制限がかかってきたというのは、やっぱり議員が質問する権利

というのを狭めてしまうということにもつながっていたので、オンラ

イン会議というものをそういう感染症のときにも体制を整えておく必

要がありますから、それは明文化するべきだと考えます。 

宮嶋委員長  ほかはいかがですか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本的には災害時のほうも同じ対応になると思うので、はっきり決

めておくべきだと思っています。 

 ただ、若干精華町の話も出ましたけれども、精華町議会は基本的な

考え方は、コロナのときに政府だとかいろいろなところから不要不急

な行動は控えてくださいというようなアナウンスが出ましたよね。そ

れは、感染防止の観点からそのとおりだと思うんだけれども、かとい

って国の機関や市町村の機関が開店休業したことはなったわけです

ね。必要なワクチン接種だとか、または防護策だとか様々な業務をや

っていたというのは必要だからです、それは。精華町議会の考え方

は、簡単に言えば、精華町議会の活動は不要不急の活動ではないとい

うまず位置づけです。だから、基本原則として、この間、私の記憶す

る範囲でも、コロナ禍で町長がいろんな補正予算等について専決処分

したことはありません。全て議案になっています。ただし、この審議

する方法については、例えば通常、予算決算委員会というのがあるか

らそこに付託して、本会議で付託して、もう一遍本会議に戻ってくる

というルートを普通取るんだけれども、そういう方法を取った場合

と、それから議案の中身によって判断、これは議長と議運で判断する
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んだけれども判断をして、このぐらいだったら委員会付託せずに本会

議質疑だけで即決しようかと、採決しようかというような、そこの裁

量とかはあったけれども、基本的には議会は不要不急の機関でないの

で、なおかつ先ほどと重なるけれども、住民の生活に責任を持ってい

る機関ですから、いろんな市町の施策というのも皆さんがいろいろ聞

いてはる災害や聞いてこられた意見を反映された施策になったほうが

いいわけですよね。的外れなものをやっていると怒られるわけです。

ので、それはちゃんと住民代表機関たる議員としては会議をするとい

う考え方で臨んできましたので、おととしなんかはほぼ毎月１回以上

は本会議がされているという状況です。ただ、幸いなことに、例外は

あるけれども、本会議中は議員の感染での休みというのがほぼなかっ

たので、そこは通常の、もちろん間隔を空けるだとか換気だとか、そ

ういう一般的な対策は講じましたけれども、ほぼ通常の状況、一般質

問の時間短縮もせず、委員会審査の人数も制限せず、通常の方法で運

営はさせてもらったというところですよね。 

 だから、この問題についても、さっきから何遍も災害のときに申し

上げたように、どういうふうに議会側の活動を確保するかというのは

ここのテーマですから、感染対策をここで議論しても仕方ないので、

そうじゃなしに感染症がはやったときのこの議会としてどういうふう

に議会活動を確保するかという方法論のところが中心になってくると

思いますので、これはさっき申し上げたように、災害対応とほぼ準じ

た対応になるだろうと思っています。 

宮嶋委員長  もう一度確認しますけれども、そういうご意見の中で、要するにこ

の議会としてそれぞれの市町議会の感染症対応を準拠するということ

でいいのか、それとも改めて何らかのルール的なことを検討するのか

という点でいうとどうなりますでしょうか。 

 山本さん。 

山本委員  私ばかり意見申し上げて申し訳ない。先ほども言ったように、準拠

していけばいいんじゃないかなということでございます。先ほども言

いました。準拠すればいいんじゃないかと。 

佐々木 

副委員長 

 何を準拠するんですか。 

宮嶋委員長  市町議会のルールをね。 

ほか、谷川さん、松田さん、どうでしょうか。 

松田さん。 



 26 

松田委員  今回議題になっているのはオンライン会議をどうするかという話で

ありますので、先ほど来から議論していますようになかなか足並みが

そろわないということでありますが、私個人的には、オンライン会議

を可能にして、仮に感染症にかかったとしても議会に参画して議員と

して責任を持てるという立場にあるのが本来やというふうに思います

ので、ただ、議論は一致していませんのでなかなか前には進まないと

いうふうには思いますが、意思としてはオンライン会議を可能にすべ

しという意見であります。 

宮嶋委員長  ほかの方、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 必ずしも、ごめんなさいね、オンライン会議というような言葉にな

っちゃいますと、そこの概念も含めてまだまだ一致がないので、非常

時対応について議会としてどうしますか、それからこういう感染症対

応について議会としてどうしますかということなので、最終的なオン

ラインというのも一つの手段、方法だろうと思うんですけれども、そ

こまで言いますと先ほどの議論にまた逆戻りになって、木津川市議会

ではオンライン会議という一つのテーマについては時期尚早という皆

さんの答えがありますので、ちょっとそこが一致してこないので、前

に進まないのではないかということを思うんですが。 

 だから、非常時が起こった、そういう感染症が起こったときの議会

ルールをつくるのかつくらないのかという点でのちょっとご意見をま

とめておきたいんですが、それはどうでしょうか。今、つくるという

意見と、山本さんはつくらなくてもいいんじゃないかという意見なん

ですが、ほか、いかがでしょうか。 

 谷川さん。 

谷川委員  私も、新型コロナの感染のときの議会の対応とやり方が市町でちょ

っと違うかなという具合に思うたんやけれども、現実的にはそこまで

のオンライン会議には至らなかったと解釈しているんですけれども、

ということは、それなりに各市町の議会の対応ができたと。私も４年

間は議員をしていませんので詳しいことは分かりませんけれども、コ

ロナのときは、木津川市議会のほうかてそれなりに今後そういう形に

なってくるとなれば、オンラインのことについても検討していかなけ

ればならないと。コロナもかなり全国または世界に及んだ大病のもの

でございますけれども、されているところもあるかもしれませんけれ

ども、市町のほうでは実際には実施されていないということですの

で、その時点ぐらいになったときに判断していいのと違うかなと。 

佐々木 

副委員長 

 何が実施されてないの。 
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谷川委員  何て。 

宮嶋委員長  今、谷川さんが言われた発言のところがちょっと聞きにくいところ

があったんです、今。 

谷川委員  それで、書かせていただいたとおり、木津川市議会のオンライン会

議導入後に共同利用を検討すべきだということで、時期尚早というこ

とで上げさせていただいた。読んでいただいたとおりでございます。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 だから、最初に申し上げたけれども、木津川市がオンライン会議を

検討して、一定ルール化されるまでパンデミックは起こらないという

ふうに理解すること自身が全く不思議なんです。地震、災害と一緒で

す。なぜそんな発想ができるのかなんですよ、お聞きしたいのは。な

ぜそこまで楽観的になれるのか。自分が中心で回っている世界だった

らともかく、木津川市が全て制度を準備してから起こってくれよと、

災害も感染症も。そんな都合よくいくはずないのであって、だから、

そこのところはちょっと明確にしてほしいんです。 

 お願いしたいのは、時期尚早という結論自身が、さっきから申し上

げているように、委員長おっしゃるいわゆる木津川市議会の大体の意

向を把握するためにやったという、これなら理解できます。でも今は

別の議会、ここは別の議会なんだけれども、別の議会にもかかわらず

木津川市議会の決定力、拘束力のないアンケートに縛られてるじゃな

いですか。一応、市議会のアンケートの結論を言ったとおっしゃって

いるけれども、この議会では、山本委員、谷川委員、大角議員という

個人の議員としての文書ですよ、これ言っておくけど。木津川市から

の文書じゃないないですよ。皆さん一人一人の責任で書いた文書なん

ですよ。言い訳はできません。何か言われるとき、いや市議会のみん

なが言ったからということは絶対言えません、そんなことは。もちろ

ん、それぞれの市町の議会の意向を参考にして述べるというのは、そ

れはあるでしょう。それは別にいいと思うんだけれども、結論まで縛

られることというのをやっちゃあかんと思うんですよね。だから、言

いたいのは、もし、委員長が何遍もおっしゃっているけれども、ほか

のルールなんか、オンライン会議以外のもしルールが要るというふう

に自覚されているんだったら、それを出してもらったらいいのであっ

て、具体的にこういうルールをつくったらどうですかというのを出し

てもらったら前向きに話は進みますから、ぜひその意見をお願いした

いということ。 

 もう一個は、災害と若干違うことは、災害の場合、さっき申し上げ

たように議員自身が死亡したり、またはけがしたりということでここ
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に来られないという、要するに物理的に来られないということが起こ

るわけだけれども、感染症の場合は、議員は死んではいないけれど

も、存在はするんだけれども、かかっちゃって、感染してしまってみ

んなのやり取りには出てこられないということが起こるわけですね、

コロナのように。その場合に、それが１人だったらまだしも、これが

もし同時に３人、４人かかっちゃったら、それこそ会議自身が成立し

なくなるおそれが出てくるわけですから、それでも一方では審議して

決めなあかん議題がその瞬間にあるというときに、じゃここに来られ

ないから、ここに来られない人は全部排除して、結果、定足数に達せ

ずに議会が流会するという事態をまんまと見過ごすのかということが

問われているわけですよ。そこはしっかりといろんな意見を聞いた上

で決定しましょうという立場に立つかどうかですよね。そこのところ

でもし代案というか、あるんだったらもっと積極的に出していただい

て、それはもう十分お聞きできると思うので。 

宮嶋委員長  大分時間もたっているんですが、いかがですかね、新型コロナのよ

うな感染症発生時における議会の対応については。 

 谷口さん。 

谷口委員  ちょっとだけ話はずれますけれども、誤解があるんだったら解いて

おかないといけないと思うのが一つありました。 

 谷川委員のご意見で、新たに組合議会で専用のタブレットを購入し

たりすることが市民の理解を得られないというふうに言われているん

ですけれども、オンライン会議を実施するために新たな機器を購入す

ることはないはずと思います。もう既にそれぞれの町議会、市議会で

支給されているそれを使うので、そういう心配は基本はないのかなと

いうふうに思います。 

 そしてもう一点なんですけれども、山本委員のご意見で、育児・介

護については親族等による分担や既存制度の活用などの対応策で可能

というふうに言われているんですけれども、まず、この親族による。 

宮嶋委員長  すみません、そのことは分けて一応やっていますので、今コロナの

感染症発生時の議会対応についての議論でお願いしたいんですが。 

谷口委員  はい。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 ちょっと議論の途中ですけれども、もう１１時を回っていますので

一旦５分ほど休憩して、ちょっと整理した上で後のことを決めたいと

思います。 

 ５分間だけ休憩させてもらいます。 
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                        （１１:０２） 

  《暫時休憩》 

                        （１１:０７） 

 それでは、今１１時７分ですので再開をいたします。 

 もう一度ちょっとお願いをしたいのは、非常時における議会の対応

はどうあるべきかということで、３つに分けて今議論をしていて、１

つ目のところについては先ほどあったような形で終わっております。 

 ２つ目のことについては、現に我々が体験してきたわけですけれど

も、それぞれ市町の議会のルールに準拠するのでいいというのであれ

ば、これ以上の議論はもうここではできませんが、いやそのルールに

基づいて環境施設組合議会の感染症対応のルールをつくりましょうと

いうことであれば、ちょっとその後、確認をして次に進めたいと思う

んですが、それはいかがでしょうか。 

佐々木 

副委員長 

 その前、谷口さんのさっきの疑問を。 

宮嶋委員長  ああ、タブレットを。 

佐々木 

副委員長 

 そうそう。それ、はっきりしてもらったらいいですやん。 

宮嶋委員長  じゃ、すみません、谷川さんに対する質問で、また費用が要るので

はないかということですが、これについてはいかがですか。 

谷川委員  私もちょっとタブレットの関係の細かい詳細は分からんけれども、

タブレットを木津川市議会のやつをこちらのほうに、それと別にされ

るというふうに思っておりますので、別にされた場合、別の費用も要

るという具合に私は判断した上での考え方を書いておりますので、木

津川市議会のそちらのほうの理解、了解を得られた場合はできるけれ

ども、得られなかったら単独で購入しなければならない。その費用も

かかるからという意味で書かせていただいたんです。 

宮嶋委員長  はい、谷口さん。 

谷口委員  私、木津川市議会の事務局に確認したんですね。環境組合でオンラ

イン会議するときにそのタブレット使えますかと言ったら、使えます

というふうに言われたんです。だから、私はそれは。 
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谷川委員  何も言わんでも使えるという。 

谷口委員  使えるということで、そちらは。 

宮嶋委員長  局長。 

松井事務局長  ただいまの谷口委員のご発言の内容で、少し私も木津川市の議会事

務局と非公式ではありますがやり取りしたことがありますので、タブ

レットにつきましては、今、精華町議会には何も確認はしておりませ

んが、皆さん貸与ということで受けておられますので、それは物理的

に今お持ちやと思います。それを、機械の性能として物理的にここに

整備ができれば、つなぐことは可能だと思います。そういう意味だと

思います。 

 ただ、それを使用するに当たっては、精華町議会と木津川市議会で

貸与を受けておられる物品ですので、その使用の了解と許可と整備が

できないと導入はできないということに建前上なります。 

 なので、議会として使わせていただく、市町の議会が整備もできる

し問題ないので使用、いわゆる使用許可になると思います。外部での

使用許可になると思います。恐らく今も、木津川市議会も精華町議会

のほうも外部での使用には少し制限があるのではないかなと。 

佐々木 

副委員長 

 ないです。 

松井事務局長  何もないですか。木津川市議会では、もしかしたら少し制限がある

かもと思いますし、外部のものにつなぐということに関して、まだ

我々としても木津川市議会あるいは精華町議会とのタブレット使用に

関する整理というのはいたしておりませんので、谷川委員のご意見を

私も読ませていただいたときに、そうしたらどうやというご意見なの

で、そうするためには、スタートしたらそういうふうにさせてもらっ

たら別のものを用意しなくていいという状況かと思いますので、今、

市議会のものをここへ持ってきてつないでいいですかと言われたら、

私、事務局に確認をしないといけない状況かと思っております。 

宮嶋委員長  はい、佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 だから、今の論点は、谷口さんから谷川さんに、このタブレットは

何か新規購入するから予算化をしなきゃならんという話に対する疑問
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佐々木 

副委員長 

つづき 

でしょう。それは、谷川さんが買うと思ったと。別途木津川、精華が

持っているタブレット以外にも買うと思ったということは、要するに

勘違いだったということでよろしいんですか。ということで、この文

書はもう撤回するということでよろしいんですか。 

宮嶋委員長  ちょっと待ってください。 

 谷川さん。 

谷川委員  それが違ってくれば、もうそれは使えますよという意味も含めて。 

佐々木 

副委員長 

 いや、もうそういう意味じゃない。 

宮嶋委員長  いや、ちょっと待ってください。 

 だから、これはここの新たに組合議会で専用のタブレットを購入し

たりすることに住民の理解が得られるか疑問であるということについ

ての、この文章は削除してもいいということでよろしいですか。 

谷川委員  そういうことになるなら。 

宮嶋委員長  はい。じゃ、そこはそういうことにして、その上で、先ほど言いま

したように、新たなルールを確認していくという点についてはいかが

ですか。コロナ対応のような感染症のときの議会対応のルールをこの

議会としてつくるということについてはどうですか。そこはちょっと

確認をしておきたいんですが、ご意見をください。つくるかつくらな

いかでもう結構ですので。 

 谷口さん。 

谷口委員  今、宮嶋さんが言われたコロナ対応のとき、コロナのときのためだ

けではないのかなと私は思っていたんですけれども、災害も含めたル

ールづくりという話かと思っていたんですけど、違うんでしょうか。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 災害については、先ほどあったように、もうこの議論はしないと確

認したので、ちょっとそれはまた後の議論に。 

 非常時対応についてはこういうことが想定されますよと３つあっ

て、一つ一つを議論していきましょうということで今一つ一つを議論

していて、新型コロナのような感染症対応についてはどうですかとい
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う今議論の中で新たなルールが必要かどうかという話ですので、そこ

で判断をいただけたら。 

 谷口さん。 

谷口委員  じゃ、大規模災害発生時のルールはつくらないという結論が出たん

ですか。 

宮嶋委員長  さっきの確認は、つくらないじゃなく、それこそ時期尚早なので。 

佐々木 

副委員長 

 そんなん確認してない。 

谷口委員  結論もまだ出ていないと思うんです。 

宮嶋委員長  だから、今日の議論の中では確認してないですよね。 

谷口委員  はい。 

宮嶋委員長  でも、合意になっていない以上は、つくるという確認にはならない

です。つくらないという否定ではないけれども、合意が得られなかっ

たので。 

谷口委員  つまり保留ということになっているんですね。 

宮嶋委員長  まあまあ、そういう意味でいうと保留という言葉のほうが正しいの

かも分かりませんが。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 だから正確に言えば、要するに今日の時間内に３つの論点を委員長

は論議したいので、まだ大規模災害に関してはどうしても木津川市議

会の意向から脱することができないので、今日の段階では結論が出な

いということでしょう、今日の段階では。 

宮嶋委員長  そうですね。はい、そうです。 
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佐々木 

副委員長 

 だから、３つ終わった段階で、じゃ今後どうするのかという話のと

きに、今の状態のままやるのか、場合によってはもう一回、１月に木

津川市議会の議運さんがそのことをテーマにして検証していただいて

いるという話もあるので、再度もうちょっと論点を整理して議論して

もらうかというのは今後の話として整理したらいいと思うんだけれど

も、取りあえず今日に関しては、１点目については結論が出ないとい

うことですよね。そうですよね。 

宮嶋委員長  はい、そういうことです。訂正しておきます。今日については。 

 いかがですか。新型コロナ対応のような感染症対応については、ち

ょっとそこは、もうこれはやるかやらないかということで、だからこ

れも保留というんやったら保留でいいですし、やるというんやったら

やるということで確認をしておかないと前に進めませんので、そのご

意見をください。 

 現にこれについては、先ほどから繰り返し言ってますように、我々

はこの４年間体験してきたことですから、体験してきたことをルール

化、今はそれぞれ市町の議会のルールによって準拠してきたけれど

も、改めて体験してきたことを通じてこういうことはルール化しまし

ょうということをやれるかどうかということですね。 

 ちょっと一人一人、じゃ、もうご意見いただけませんか。 

 谷口さん。 

谷口委員  私は、何度も言ってますけれども、ルール化をすべきと思っており

ます。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  先ほどから言っております。準拠すればよいと。 

宮嶋委員長  谷川さんは。 

谷川委員  同じです。 

宮嶋委員長  山本さんと同じ。 

谷川委員  はい。 



 34 

宮嶋委員長  松田さん、いかがですか。 

松田委員  各市町の取組に準拠してというお話でしたけれども、それも大事だ

とは思いますけれども、ここの議会としてはどうするのかということ

を再度また議論されたらどうかなと。 

 先ほどはタブレット、機材についても若干何か誤解の発言もござい

ましたし、そういうことも含めて、ここの議会としてはどうしたらい

いのかというのを再度議論すべきだというふうに思います。 

宮嶋委員長  佐々木さん、どうぞ。 

佐々木 

副委員長 

 基本的には私も整備すべきだと思っています。松田さんも言うよう

に、もちろん谷川さん、山本さんがおっしゃるように、木津川市と精

華町の対応の仕方を参考としてはしたいと思うんです。そこで構成す

る議会だから、全く違うものをつくるという話にはなかなかなりにく

いので、参考にはさせてもらうと。ただし、最終的に決めるのはここ

の議会ですから、それを明確に決めておかないと事務局も議長もどう

動いたらいいか分からないということが起こるので、決めておくべき

だというところです。なおかつ、前も申し上げたかもしれんけれど

も、これが３０人、４０人の議会やったら多少の人が感染したって議

会の活動はできるんだけれども、８人しかいない議会だから余計に私

は必要だと思っているんです。地方自治法、最低限の会議ができるの

は３人ですよ。でも、３人だけれども定足数というのがあるので、議

員定数によってはもっと多くなかったら活動はできないですよね。最

低限は３人です。自治法に書いてあるんです、それはね。書いてある

わけで、だから、８人だと４人、５人何らかの事情で出てこられなか

ったら、ですからコロナだけじゃないですね。インフルエンザなんか

もそうですよね。かかって２日、３日ぐらいで熱が下がっても、医者

からは例えば５日間とか１週間は表に出るなというふうに言われるわ

けだから、ここに来てもらったら困るわけですよね。そういうときに

でもちゃんと議会が活動できる人数を確保しようと思えば何らかの方

法を取るべきですので、やっぱり代替、第２、第３の方法を決めてお

くべきだというふうに思います。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。 

 全員一致の意見ではありませんでしたので、この点についても残念

ですけれども少し今日は保留をしておきたいというふうに思います。 

 最後ですが、育児・介護等の必要なときの議会の対応について議論

をしたいんですが、ただ、申し訳ございません、ほかにもちょっと今

日議論しなければならない課題がありますので、申し訳ないですがで

きるだけ簡潔にご発言いただきますようにお願いをいたします。 
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宮嶋委員長 

つづき 

 これについてもそれぞれご意見をいただいておりますけれども、改

めてどうでしょうか。 

 谷口さん、ありますか。どうぞ。 

谷口委員  山本さんが出してくださった意見についてちょっと質問があるんで

すけれども、親族等による分担というところは本当に人によって全く

違います。すぐ近所に親がいる人もおれば全くいない人もいるという

ところで、これはちょっと考慮に入れられないものだと思います。 

 既存制度の活用というところで、一体具体的にどういう制度のこと

を言われているのかなと思いました。 

 木津川市は病児・病後児保育室があるんですけれども、それを見て

ましたら、３８．５度以上熱が出ていたら預かりませんというふうに

書かれているわけですね。だから、預かってもらえないこともあると

いう、そういう状況がやっぱりあるわけです。 

 この間、どこの市議会かちょっと、ニュースを見て忘れてしまった

んですけれども、それは自分自身もインフルエンザになってて、奥さ

んは妊婦さんでインフルエンザになって、２歳のお子さんもインフル

エンザだったと。あ、議員自身は大丈夫だったか。やけどもその奥さ

んがインフルエンザ、娘もインフルエンザということで出られなくな

ったんやけれども、オンライン会議の仕組みがあったので参加できま

したという、そういうニュースがありました。 

 そういう意味で、まず山本さんにお聞きしたいのは、既存制度の活

用というのは、病児・病後保育室以外にもあるのであれば教えていた

だきたいと思います。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  病後児保育以外にあるのかどうかですが、私は病後児保育を念頭に

置いております。そして、先ほどおっしゃられておりました親族とか

遠方の方もおられるとか、１００％とは言っていません。こういう方

法も使えるのではないかと。１００％とかそういう意味ではありませ

ん。各家庭によって事情があります。使える方もいる、これを使える

という意味合いで言っております。１００％なんて、全ての法令でも

それはできるだけ多くの方が利用できるようにという意味合いで法令

もあります。１００％しなきゃいけないとかいう、そういうものはな

かなか難しいと思いますので、ただ、こういうのが利用できるという

意味合いです。 

宮嶋委員長  谷口さん。 
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谷口委員  そうであれば、やっぱり何かこういう対応策がありますというふう

に言うのであれば、そしてこれで大丈夫ですというふうに言うのであ

れば、やっぱり私は基本１００％に近づける努力は必要だと思うんで

す。今言ったみたいに、親族によることも人によって凸凹があるし、

病児・病後児保育に関しては３８度５分以上は預かってもらえないな

ど、そういうふうにやっぱり対応できない部分があるということはも

う既に分かっているので、じゃ在宅でオンラインでやればそこを克服

ができるということも既に分かっていますので、だからこそ、いろん

な市議会とか県議会とか府議会でオンライン会議がどんどん導入され

ているわけなんです。 

 大阪府議会に至っては、国に対してオンライン会議というのをもう

完全にできるようにしてくださいという意見書を出しているほどなん

ですね、維新が圧倒的な大阪府議会ですけれども。だから、そうやっ

てもう時代の流れとしてオンライン会議というのをやっぱり取り入れ

る必要性があるし、それはメリットがあるということで、そこは進め

るべきと考えています。 

宮嶋委員長  すみません、育児や介護といった場合には、先ほど議論してきたこ

ととはまた性格の違う場面が想定されるわけですけれども、この環境

施設組合議会としてどういう対応が必要かということでの議論。 

 はい、佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私も谷口さんと結論的には同じ意見なんです。 

 まず、多分既にご存じで、新聞報道でもされているんだけれども、

この間ずっと何回かの一斉地方選挙をはじめ幾つかの市町村選挙で無

投票当選が増えているということと、全国町村議長会が４月に発表し

た１年間の中で検討された議会の担い手問題の報告書が出ていますけ

れども、それ見ても傾向としてあるのは、一期議員が減っている、ベ

テラン議員が増えている、これは議会の構成年齢が上昇している、全

国的なトレンドですね、これは。というのがあるんですね。何が起こ

っているかというと、つまり条件は別にオンライン会議だけじゃない

ですよ。例えば報酬額とかいろんな問題があるので、だけじゃないけ

れども、いわゆる本来、議会というのは多様な議員によって構成され

て、いろんな意見が出てきて、それが市政や町政に反映させるという

のが本来の姿なんだけれども、それができなくなっているねというの

が今、全国的な認識なんですよね。だから、それをどう解消しようか

ということが議論されていて、それはもう一個一個には報酬の問題と

かいろんな環境の問題がある中で、その中の１個の大きな要素として

は、初めから例えば子供を育てている方または実家の介護に定期的に

行かなあかんような人というのは、そういうことが制約になって立候

補すらできないという事態が起こっているというのが全国的な認識で

す。だから、そういう人たちでもそういういろんな、山本さんが言う
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佐々木 

副委員長 

つづき 

ように個々の事情はばらばらですよ、確かにね。いろいろ個々の人の

事情は。でも、いろんな事情があろうと市政、町政に参加をして、多

様な意見を反映させて、できるだけたくさんの人の意見を反映できる

ようなまちにしていこうというのが本来議会の機能なので、その機能

を達成するための一方法として、さっきから出ているオンライン委員

会とかいう方法を採用している議会がどんどん増えているという状況

にありますので、最初はコロナ禍でスタートしたオンライン会議だっ

たけれども、それはコロナ禍だけじゃないよねと。さっき申し上げた

ようないろんな環境整備が要るよねという認識の中で、ここで今議論

になっている育児や介護に携わるような議員さんの会議参加という

か、質問権という言い方はたたかれるかもしれんけれども、その審議

に参加できるような条件を整備すべきだというのが、これはもう全国

的なトレンドですので、ぜひともこれは、議会の大きい小さいにかか

わらず導入すべきだというふうに思っています。 

宮嶋委員長  ほか、いかがでしょうか。 

 少し先ほどの議論とは違うんだけれども、このテーマにおいてもや

はり山本さんだとか谷川さん、意見を出していただいている文書どお

りでしょうか。それとも、いやこの議論を踏まえて、ちょっとここの

部分は違うというのがあれば表明いただいたらいいんですが。 

同じということですか。 

佐々木 

副委員長 

 意思表示をしないと記録に残らない。発言してください、発言をち

ゃんと。 

宮嶋委員長  分かりました。 

 そしたら、長く議論いただいたわけですけれども、今日の議運の議

論としては、非常時における議会対応の３つのテーマで議論をしまし

たけれども、改めてこの環境施設組合議会として何らかのルールをつ

くる、検討するということは今日の結論にはなっておりませんので。 

佐々木 

副委員長 

 ちょっと待ってください。明確に言ってくださいよ。発言してくだ

さいよ。でないと、そんなふうになりませんよ。今の話なら全部やる

べきやという話じゃないですか。 

宮嶋委員長  いや、でも。 

佐々木 

副委員長 

 だったらはっきり言ってください、指名して。 

嫌だと、やる必要ないという発言してください。でないと今の発
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佐々木 

副委員長 
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言、絶対分からないよ。記録上、何にも残りませんよ。 

宮嶋委員長  山本さん、谷川さん、いかがですかね。 

 じゃ、山本さん。 

山本委員  私、今まで述べた意見のとおりです。 

佐々木 

副委員長 

 いや、はっきり言ってください。要らないということですね。 

山本委員  はっきり言ってます。意見のとおりです。 

佐々木 

副委員長 

 要らないということですね。 

山本委員  意見のとおりです。 

佐々木 

副委員長 

 要らないということですね。 

宮嶋委員長  谷川さん、どうですか。 

谷川委員  まとめで書かせていただいているんですけれども、このとおりでご

ざいます。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分かりました。 

 そしたら、今日は長時間にわたって議論いただきましてありがとう

ございましたが、しかしながら、今日として何かまとめて次に進めて

いくということにはなっておりませんが、この問題をどうするかとい

うことが残ります。これをやろうということで前のところから引き継

いで議論してきているわけですから、ただ、今日もう２つ確認してお

かなあかんことがあるので、次回の議会運営委員会のところでそのこ

とについてはどうするか、したいと思います。 
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 ６月議会がそれぞれありますので、もう一度それぞれ市町の議会へ

帰っていただいたときに、今日の議論も含めて環境施設組合議会で議

論されていること、こういう点があるのでぜひそれぞれ関係するとこ

ろでも議論を深めていただきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いします。 

 

 そうしましたら、議題の２、その他というところへ移ります。 

 一つは、議員研修についてなんです。 

 議員研修の実施につきましては、令和６年第１回定例会において、

組合事務に係る議員の見聞を深めることを目的として、実施時期と実

施場所については議長一任とし、全議員を対象とすることで決定して

おります。また、研修に要する経費につきましては、令和６年度予算

にバス借上料として１０万円が計上されております。 

 そこで、議長から、受入れ先の準備等もあることから、研修先とお

おむねの日程について、議会運営委員会において議論いただきたいと

の依頼がございました。 

 つきましては、まず研修先についてご希望等がありましたら、併せ

て理由もありましたらお願いしたいのと、後で日程等についても確認

したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

 研修先についてご希望、谷口さん。 

谷口委員  以前も言ったと思うんですけれども、大阪のフェニックス、最終処

分場を見学したいと考えています。 

宮嶋委員長  ほか、ありませんか。 

 今出ています最終処分場の大阪のフェニックスの見学視察でよろし

いですか。 

 山本さん。 

山本委員  候補に入れておけばいいと思いますが、私はあえてこの時期にする

必要がないと、あちら辺のほうは大変混雑していると思います。そう

いう意見です。 

宮嶋委員長  この時期というのは、時期はまだ今決めてないんですけれども、研

修先についてまず確認を。 

山本委員  まだ万博とか、建設、今工事車両とかも大変多い時期です。 

宮嶋委員長  ということは、万博が終わってから考えたらええという話ですか。 
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山本委員  万博が終わってからという時期を設定するのではなく、ある程度交

通事情とか工事車両とかが落ち着いてからのほうがいいんじゃないか

なということです。 

宮嶋委員長  ちょっと意味がよく分からない。 

 谷口さん。 

谷口委員  山本さんが心配されているようなんですけれども、一旦、フェニッ

クスの処分場のほうは見学を受け入れておられるので、聞いてみれば

まず分かると思うんです。もしすごく何か大変なんだったらそれはそ

れなんですけれども、取りあえずは行き先として決めて、日にちもこ

ちらの希望も決めて、そこからかなと思います。 

宮嶋委員長  よろしいですか、山本さん。 

山本委員  候補はいいんです。全体的に言っておきました。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分かりました。 

 じゃ、１つの研修先として、大阪のフェニックス最終処分場という

ことにしたいと思います。 

 なお、実施時期についてでありますけれども、市町の議会日程だと

か、そのほか市町の議会が実施される研修等があろうかと思いますの

で、１つの案ですが７月１７日から８月２３日ぐらいの夏の１か月ぐ

らいの間で皆さんの日程と相手さんの了解を求めていってはどうかと

いうふうに思うんですが、よろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

 

  （いいですの声） 

 

 そしたら、それぞれの議会日程等も聞かせていただきながら、相手

ともやり取りしていただいて、この日やったらいけるということを確

認いただければその日ということにさせてもらいますので、今日は今

言いました７月１７日から８月２３日ぐらいの間でということでご了

解いただけますでしょうか。 

 

  （はいの声） 

 

 じゃ、そうさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 どうしても私はこのときに外せない用があるんだというようなこと

がありましたら、できるだけ早く事務局のほうまで申し出ていただき

ますようにお願いいたします。 
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宮嶋委員長 

つづき 

 じゃ、そういうことでお願いをして、それでもう一つでありますけ

れども、議事録の配付についてのことについて事務局から提案があり

ますので、そのことについてお願いをします。 

 武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 会議録の配付につきまして、事務局よりご説明並びにご提案を申し

上げます。 

 本件につきましては、これまで一般質問などでもご指摘をいただい

ている内容でございまして、改めましてその取扱いについて整理をさ

せていただきたいというふうに考えてございます。 

 木津川市精華町環境施設組合議会会議規則には、第１２４条に会議

録の配布として、「会議録は、印刷して、議員及び関係者に配付す

る。」ということを規定しております。 

 その上で、現在、会議録の配付につきましては、時期等は明確では

ございませんが、慣例により印刷しての配付は控えさせていただいて

いるところでございまして、その取扱いが不適切ではないかとご指摘

をいただいたところでございます。 

 そこで、今後の本組合議会における取扱いについてでございます

が、会議規則にのっとりまして印刷して配付することを基本としつつ

も、現状、会議録につきましては、署名をいただいた後、速やかにホ

ームページ上に掲載し、適宜ご確認いただける状況でもございますの

で、議員各位のご意向を確認させていただいた上で、ペーパーレスや

経費削減等の観点も踏まえ、印刷しての配付を希望されない議員に対

しましては配付を控えさせていただくというような取扱いとさせてい

ただきたく、ご提案を申し上げるものでございます。 

宮嶋委員長  会議録の配付についての今の提案、いかがでしょうか。ご意見あり

ましたら。 

 山本さん。 

山本委員  結構です。その方法で私はいいと思います。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 私も基本、結構なんだけれども、２点あります。 

 １点は、そういう扱いをするとしてもどこかで決め事をしておかな

いと、後々トラブルになる原因になりますから、申合せするのか、方

法はちょっとまた検討しても結構ですけれども、今事務局から申し入

れがあったような、原則は配布だけれども議員個々の意向によってそ

れをしないベースがあるというのは、何らかの形で決めておく必要が
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佐々木 

副委員長 

つづき 

あるというのが一つです。 

 ２点目は、私ら基本的に大体２年ごとに替わっているわけですよ

ね。ということもあるので、もう既にやってもらっているかもしれん

けれども、各市町の議会事務局にも送ってもらったほうがいいんじゃ

ないかと。つまり、今の状態だと、下手したら会議録をもらっても、

そのときの議員さんは持っているかもしれないけれども、議会として

はなかなか保存ができない。ネット上公開されているわけだから、市

町の議会事務局なり誰かが事前にアクセスしてくれたりするんだった

らそれはできるけれども、ルールとしてやっぱりそれはあるわけだか

ら、ルールとしてはやっぱりここの事務局から構成市町の事務局に対

して、系統的にというか、議員が替わろうが替わるまいが一貫してい

ただいて提供するほうが望ましいのではないかと思います。 

宮嶋委員長  今の佐々木さんにどうですかね。 

 局長。 

松井事務局長  まず、配付の関係でございますが、会議録の配付、今の会議規則の

文言でいきますと「会議録は、印刷して、議員及び関係者に配付す

る。」となってございます。ですので、今さっき副委員長のほうから

ご指摘のありました議会事務局につきましてはこの関係者に当たるの

かなと思っておりますが、事実上、配付はいたしておりません。 

 おっしゃっていただきましたように今、電子、記録媒体と申し上げ

ていいのか、ホームページ上で公開をしてご確認いただく形にはなっ

てございますので、今積極的に我々から両方の事務局にお渡しすると

いうことで考えを持っているわけではございませんが、また先ほども

ご提案のありました何らかの形でその取扱いを整理すべきだという部

分において、この議会運営委員会でも結構ですので、方針をご整理い

ただく中に入れていただければ、その方針で取り扱っていきたいとい

うふうに考えてございまして、それによって会議規則を変えたりとか

いうことは発生してきませんので、そういったご整理で進めていただ

ければどうかというふうに考えてございます。 

宮嶋委員長  佐々木さん、いいですか。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 だから、そういう過去の経験則がありますけれども、今のような扱

いをするところがあるので、そうなるとわざわざ前の任期の議員さん

に経過を聞きに行かなあかんというのが発生しています。しかも、そ

の議員さんがまだ在任中だったらいいけれども、当然時間がたつと議

員を辞められる方もいらっしゃるわけで、そうなるともうほぼ追跡が

難しくなってくるというか、個々の事情は聞くとしても、やっぱりち

ゃんと定期的にやればお互いが自覚できますし、市町のほうの議会と
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佐々木 

副委員長 

つづき 

してもやっぱりそういう認識になりますから、できればそのほうがい

いだろうと思います。そのほうで調整してもらえばと思います。 

宮嶋委員長  ほかにこの件よろしいですか、会議録の扱いについて。 

 

  （なしの声） 

 

 特にないようですので、佐々木さんから出たことについては整理を

した上で、希望されない場合は配付しないということですので、ホー

ムページ上にありますので、それでご確認となっているとしたいと思

います。ありがとうございます。 

 

 そしたら、最後になりますかね。次回の議会運営委員会の日程を確

認しておきたいと思うんです。 

 今日の議論も踏まえて、非常時の対応をどうしていくのかというこ

とで、まだ残されている課題がありますので、そこで、それぞれ議会

の日程もあるんですが、一つの提案で、７月の中頃に次回の議会運営

委員会を行いたいということですが、できましたら例えば７月１１日

ぐらいから７月１９日ぐらいです。精華町議会では幾つかもう既にそ

の間に予定が入っているというふうにも聞いているんですけれども、

もう少し絞って言うと、例えば７月１１日木曜日、１２日金曜日、１

９日金曜日あたりは、事務局のほうで聞いてもらった日程で、それぞ

れ議会は一応予定が入っていないというふうに聞いていただいている

ようなんですが。 

 はい、谷口さん。 

谷口委員  すみません。１１日ちょっと都合が悪いので、ほかの日は大丈夫で

す、私は。 

宮嶋委員長  ほかの皆さんはどうでしょうか。 

佐々木 

副委員長 

 私も１１日はちょっと別途会派関係の研修が入っているので、１１

日を避けていただけたらありがたいです。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 じゃ、ほかはよろしいか。例えば具体的に言うと１２日の金曜日と

１９日の金曜日はいかがでしょうか。 

 

  （結構ですの声） 
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宮嶋委員長 

つづき 

 両方ともオーケー。 

 

  （はいの声） 

 

 ほか、なければどちらがいいですか。先に決めといてもろうたら。 

山本委員  いや、もう意見がないねんやったらもう決めてくれはったら、どち

らかに。私は両方ともオーケーやから。もうほかの人の意見ないんや

から、委員長が提案されて１日どちらかに。 

宮嶋委員長  早いほうがいいですか。 

 

  （はいの声） 

 

  （１２日での声） 

 

 よろしいですか。 

 

  （９時半ということでの声） 

 

 そしたら、１２日の金曜日９時半でご確認いただけますか。 

 

  （はいの声） 

 

 じゃ、そうさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

 それで、ちょっと議論を進めるに当たって、先ほども言いましたよ

うに、この環境施設組合議会の議会運営委員会で進めている議論をも

う少しそれぞれ市町のところでも深めていただけるようにお願いをし

たいと思っておりますので、そうしないとなかなか議論が前に進まな

いので、幾つかのテーマについて相談しようということでこの間来て

いるわけですが、ちょっとそこのところが前に進まないのが残念に思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほか、特にないでしょうか。よろしいですか。 

 

 事務局のほうからどうですか。何かありますか。 

 じゃ、武田さん、お願いします。 

武田 

総務課長心得 

 

 

 先ほど、議員研修につきまして期間を決めていただいたところでご

ざいます。その中で、事務局で、私どもで市町の議会のほうに日程を

一定確認をさせていただいております。その中で市町の議会ともに空
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武田 

総務課長心得 

つづき 

いている日を今から申し上げますので、その日の中で議員各位の中で

ご都合が悪い日がございましたら、５月２４日までに事務局のほうに

連絡をいただきましたら、その空いた日をもって先方のほうと受入れ

の協議を進めたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、日にちを申し上げます。 

 ７月２２日、２４日、２６日、２９日、３０日、３１日、８月２

日、５日、７日、８日、１３日から１６日は空いているんですけれど

も、これはお盆の期間ですのでちょっと先方もあれかと思いますの

で、それを省きまして８月１９日、２１日、２２日が、市町に私ども

で確認した範囲の中では、市町の議会ともに予定が入っていないとい

う日でございます。 

 その日、個人的にご都合の悪い日がございましたら、先ほども申し

上げました５月２４日までにご連絡いただきましたら、その日を省い

た中で候補日を幾つか日程を上げた上で、先方と調整をいたしたいと

考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

宮嶋委員長  よろしいでしょうか。はい。 

 ５月２４日でよろしいんですかね。 

武田 

総務課長心得 

 はい、２４日で。 

宮嶋委員長  じゃ、５月２４日までにそれぞれの各自でどうしてもこの日は避け

てほしいという日がございましたら申し出ていただきまして、日程調

整を進めたいというふうに思いますので。 

山本委員  それでいいんですが、もう確実、ちょっと駄目な用事のところがあ

りますので、それだけ。 

 ８月２日金曜日、これ私、ちょっと出ています。すみません。 

宮嶋委員長  大角さん。 

大角副議長  ７月２９日、３０日、３１日はちょっと。 

宮嶋委員長 

 

 

 ほか、よろしいですか。 

 できるだけ皆さん協力いただきまして、合いますようにお願いしま

す。 
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宮嶋委員長 

つづき 

 そしたら、今のお二方から出たのは外していただいて調整いただく

ということでお願いしますし、２４日までですが、できるだけ早く申

し出ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 ほか、特になければ、これで今日の議会運営委員会を終わるんです

けれども、よろしいでしょうか。 

 

  （はいの声） 

 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、木津川市精華町環境施設組合議会議会運営委員

会を閉会します。ご苦労さまでございました。 

                        （１１:５０） 

 この議事録の記載は、適正と認めここに署名する 
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